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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に使い捨ておむつ（１）である吸収体物品を人体に固定するための封止テープ（１０
）であって、該封止テープの一方の端部（１７）で吸収体物品の外表面（３）に取り付け
可能であり、連続または不連続の接着剤層（１２）を担持する支持体（１１）を有する支
持シート（２０）と、固定手段（１５）と、伸張可能な弾性シート（１３）とを具備し、
該支持体（１１）は本質的に非弾性および／または伸張不能であり、該支持シート（２０
）は、該弾性シートの領域に１つ以上の切り込み（１４）を有し、少なくとも１つの該切
り込みが該支持体（１１）の全幅にわたって当該封止テープの長軸に直交する方向に伸び
るように構成される封止テープにおいて、
　前記端部（１７）は、該端部（１７）を前記吸収体物品の前記外表面（３）に取り付け
るとともに封止テープ（１０）の残りの部分を曲げて前記吸収体物品の内表面（２）に接
触させるときに前記切り込み（１４）が本質的に開かないような十分に大きな距離（２２
）だけ、前記端部（１７）に最も近い前記切り込み（１４）から分離されていること、を
特徴とする封止テープ。
【請求項２】
　前記支持体（１１）が複数の切り込み（１４）を有する、請求項１に記載の封止テープ
。
【請求項３】
　特に使い捨ておむつ（１）である吸収体物品を人体に固定するための封止テープ（１０
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）であって、該封止テープの一方の端部（１７）で吸収体物品の外表面（３）に取り付け
可能であり、連続または不連続の接着剤層（１２）を担持する支持体（１１）を有する支
持シート（２０）と、固定手段（１５）と、伸張可能な弾性シート（１３）とを具備し、
該支持体（１１）は本質的に非弾性および／または伸張不能であり、該支持シート（２０
）は、該弾性シートの領域に複数の切り込み（１４）を有し、少なくとも１つの該切り込
みが該支持体（１１）の全幅にわたって当該封止テープの長軸に直交する方向に伸びるよ
うに構成される封止テープ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野
本発明は、吸収体物品用の封止テープに係わり、特に、前記封止テープが一方の端部によ
り吸収体物品に取り付け可能であって、支持体と、固定手段と、封止テープを弾性的に伸
張可能とする弾性シートとを有する、人体に物品を固定するための使い捨ておむつに関す
る。本発明はさらに、封止テープを切断可能な安定ロール形態の予積層させた封止テープ
に関する。
【０００２】
発明の背景
使い捨ておむつのような吸収体物品には、例えば、感圧接着剤層を用いて、一方の端部に
より吸収体物品に固定された封止テープがある。この封止テープの逆端部は、吸収体物品
を、着用者の体の周りに閉じて、体に吸収体物品を固定するための固定手段を備えている
。これらの封止テープの中で、吸収体物品の装着感および快適性を改善するための弾性的
に伸張可能なテープについては既に記載がある。
【０００３】
米国特許第３，８００，７９６号は、自由に伸張できる弾性中央部分と２つの非伸張非弾
性末端部分とを有する半弾性帯状ファスナーのあるおむつを開示している。同様の構造は
また、弾性中央部分と２つの非弾性末端部の間の境界領域が、その両部分間に一体化され
た接合を与えるために、弾性材料と非弾性材料の両方またはそのいずれかの溶融押出しに
より形成されているＥＰ第０，２４９，０７３号にも記載されている。ＥＰ第０，２４７
，８５５号は、安定ロール形態から分配して、中央弾性シートにより封止することのでき
る複合予積層封止テープに関するものである。予積層封止テープが、おむつの一端の内側
と外表面に固定されている。取り付けられた封止テープは、中央弾性部分と末端部分とし
て２つの固定片とを備えている。
【０００４】
米国特許第３，８００，７９６号、ＥＰ第０，２４９，０７３号およびＥＰ第０，２４７
，８５５号に記載された弾性伸張可能な封止テープは、２つの非弾性末端部または固定片
の間に弾性中間部を備えている。これらの封止テープは、有用で、商業的に重要であるが
、作成方法が比較的複雑で、テープ部分を確実に接合させる必要があるという点で不利な
ことがある。
【０００５】
その他の群の参考文献においては、弾性伸張可能な封止テープは弾性支持体を有している
。米国特許第４，０６３，５５９号は、例えば、可塑化ポリ塩化ビニルフィルム、ポリオ
レフィンフィルム、ポリウレタンフィルム、塩化ビニルおよび塩化ビニリデンコポリマー
フィルム、塩酸ゴムフィルム、ポリアミドフィルムまたはスチレン－ブタジエンまたはス
チレン－イソプレンブロックコポリマーから誘導されるエラストマーフィルムを含む様々
な材料から作製された伸張可能または伸張可能な支持体を有する封止テープを備えた使い
捨ておむつを開示している。支持体には上部に分離できる保護カバー手段を有する接着剤
層がある。保護カバーは、封止テープが非伸張の貯蔵位置にあるときには接着コーティン
グとほぼ同じように伸張しているが、封止テープを動作位置に伸張すると分離されて、接
着コーティングの一部を幼児の体におむつを固定するのに用いることができる。保護カバ
ー手段は、伸張時に不連続な開口を形成する不連続スリットを有していてもよい。この代
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わりに、保護カバー手段は、エンボス加工された破断可能な熱可塑性ウェブまたはウェブ
を伸張したときに破断する間隔のあいた脆弱領域のある単体ウェブであってもよい。
【０００６】
ＥＰ第０，１９１，３５５号は、上に接着剤層のついたベーステープまたは支持体を有す
る使い捨ておむつ用封止テープを開示している。この支持体は、応力（張力）をかけてか
ら、引っ張る（伸ばす）とヒステリシス損失比率２０～８０％のヒステリシス曲線を示す
。この支持体は、様々な幾何学形状の（図９～１２参照）複数の脆弱領域を含んでいても
よく、中には、支持体の長軸（横方向）に対して直交して伸張する不連続スリットがある
ものもある。これ以外の実施形態において、ＥＰ第０，１９１，３５５号は、２つの非弾
性末端部とヒステリシス損失比率が２０～８０％の弾性材料から作製された弾性中央部と
を有する封止テープについて記載している。弾性伸張可能な支持体を備えた封止テープを
用いると、おむつに取り付けられた封止テープの、支持体の長軸に直交する方向（縦方向
）の剛性が不十分で弱くなる恐れがあるため不利となることがある。
【０００７】
ＥＰ第０，７０４，１９６号は、伸張可能な弾性テープと非弾性支持体のサンドイッチ構
造の伸張可能な弾性部分を有する封止テープについて記載している。この弾性テープは、
弾性テープ部分よりも長い支持体の一部分を跨ぐように、少なくともその両端で非弾性支
持体に固定されていて、例えば、ジグザグひだ折り形状を想定してある。固定テープを所
定の位置まで伸張すると、弾性テープが伸びで、非弾性支持体のジグザグ形状がなくなる
。弛緩状態の封止テープの縦方向の剛性は、非弾性支持体により決まる。ＥＰ第０，７０
４，１９６号の構造において、弾性テープをジグザグ形状の非弾性支持体に信頼性よく接
着するのが難しいことがある。
【０００８】
米国特許第４，８３４，８２０号は、封止テープの全長にわたって伸張している弾性シー
トと、可橈性シートに部分的に接合された非弾性保持シートを有する封止テープを開示し
ている。保持シートは、１つまたは２つの遮断溝を有していてもよい。保持シートを遮断
溝に沿って離すことにより封止テープが弾性になる。保持シートの中央部分は、一実施形
態においては取り除いてもよい（図４および５）。封止テープは、着用後の乳児の腹部呼
吸を妨げるものではなく、排尿および排便を確認するためにテープを剥がす必要がない。
【０００９】
米国特許第４，７９５，４５６号は、テープの全長にわたって妨害されることなく伸張す
る伸張可能層４を有する伸張可能なおむつ封止テープを開示している。伸張可能層の一端
には、巻き戻された剥離コーティングを有するキャリアウェブ層があり、このキャリアウ
ェブ層は、第１の接着剤層により可橈性層に取り付けられている。キャリアウェブ層には
１つ以上の切り込みがあり、スリット下の接着剤層は除去してもしなくてもよい。伸張可
能層の逆側には、伸張可能層の逆側の第１の接着剤層に切り込みのある同じ領域にスリッ
トのある第２の接着剤層がある。露出側に第３の接着剤層を有する伸張不能層が第２の接
着剤層に取り付けられている。伸張不能層は、製造者端（manufacturer's end）から切り
込みまでの領域において第２の接着剤層に永続的に接着されており、使用者端（user's e
nd）から切り込みまでの領域において第２の接着剤層に剥離可能に接着されている。テー
プは、製造者端で第３の接着剤層によりおむつの外表面に取り付けられており、おむつの
端部周辺で曲げられていて、第３の接着剤層により使用者端が使用前のおむつの内側に接
着されている。使用時には、封止テープは、第２の接着剤層と、おむつの端部に接着され
たままの非伸張層との間の剥離コーティングに沿って開く。使用により可橈性の与えられ
た使用者端は、おむつを着用者に固定するのに用いることができる。米国特許第４，７９
５，４５６号の封止テープは、使用前の初期状態においては非伸張性であるが、使用時に
は伸張可能となるという利点を有している。一方、封止テープは、おむつの外表面にのみ
固定されている。この剥離様式タイプの取付けは、比較的低い接合力を与えるものであり
、着用者の体の周囲におむつを固定するときや、使用中にはずれる恐れがある。使用前、
テープがおむつの端部周囲で曲がっている領域におけるスリットは、少なくとも部分的に
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開いており、テープの表面を粗くさせ、あまり好ましくない。また、このスリットは容易
に汚染されてしまう。
従って、製造が容易で、最新技術において入手可能な封止テープの欠点を示さず、たとえ
示したとしてもわずかな、弾性伸張可能な封止テープが必要とされていた。本発明のその
他の目的は、以下の発明の詳細な説明により明らかである。
【００１０】
発明の概要
本発明は、吸収体物品、特に使い捨ておむつ１を人体に固定するための封止テープ１０に
関する。該封止テープ１０は、一方の端部１７でおむつ１の外表面３に取り付け可能であ
り、連続または不連続の接着剤層１２を担持する支持体１１と、固定手段１５と、伸張可
能な弾性シート１３とを有している。この支持体１１は、本質的に非弾性および／または
伸張不能である。また、支持シート２０は、支持体１１と弾性シートの領域に１つ以上の
切り込み１４のある連続または不連続の接着剤層１２とを有し、少なくとも１つの切り込
みが支持体１１の全幅にわたって縦方向（封止テープの長軸に直交する方向）に伸びる。
端部１７は、端部１７をおむつ１の外表面３に取り付けるとともに、封止テープ１０の残
りの部分を曲げておむつ１の内表面２に接触させるときに切り込み１４が本質的に開かな
いような十分に大きな距離２２で、端部１７に最も近い切り込み１４から分離されている
。
【００１１】
本発明はさらに、本発明による封止テープ１０を切断形式の安定ロール形態の予積層封止
テープおよび本発明による封止テープを有する吸収体物品、特におむつ１に関する。
【００１２】
発明の詳細な説明
本発明の封止テープ１０は、吸収体物品、特に使い捨ての吸収体物品に取り付けると有用
で有益である。本明細書で用いる「使い捨て吸収体物品」という用語は、着用者の身体に
対して、またはその近傍に配置されて、身体から排出される様々な排出物を吸収して収容
し、１回の使用後には廃棄するのを意図した（すなわち、洗濯や、再生または再使用を意
図していない）物品のことをいう。
【００１３】
本発明の使い捨て吸収体物品の好ましい実施形態はおむつである。本明細書で用いる「お
むつ」という用語は、両足の間から引っ張って着用者の腰の周りに固定される、乳幼児や
自制のきかない人が通常着る着用物のことをいう。
【００１４】
図１は、閉じた状態の使い捨ておむつ１の部分切り欠き透視図である。このおむつは、内
表面２と外表面３との間に吸収体コア４を有している。この吸収体コア４は、通常、圧縮
可能で、適合しやすく、着用者の肌を刺激しないものであって、液体および身体からの特
定の排出物を吸収し保持することができるものであれば、いかなる手段であってもよい。
【００１５】
おむつの外表面３は液体不浸透性で、好ましくは、プラスチック薄膜から製造される。た
だし、その他の可橈性のある液体不浸透性材料も用いることができる。この外表面３が、
吸収体コア４に吸収され収容された排出物による、ベッドシーツや下着のようなおむつ１
と接触する物品の汚染を防ぐ。
【００１６】
おむつの内表面２は、着用者の肌に適合し、柔らかい感触を与え、刺激を与えないもので
ある。さらに、内表面２は、液体をその厚み方向に容易に浸透させる液体透過性である。
好適な内表面２は、多孔性泡、網状泡、有孔フィルム、天然繊維（例えば、木または綿繊
維）、合成繊維（例えば、ポリエステルまたはポリプロピレン繊維）のような様々な材料
から、あるいは天然繊維と合成繊維を組み合わせたものから製造することができる。着用
者の肌を、吸収体コア４中に保持された液体から分離する疎水性材料からできているのが
好ましい。好ましい内表面２は、例えば、約１５～２５ｇ／ｍ2のスパンボンドまたはカ
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ードポリプロピレン不織布である。
【００１７】
吸収体コア４は、例えば、感圧接着剤、ホットメルト接着剤またはその他接着剤、超音波
接合または熱／圧力シーリングにより外表面３に固定してもよい。外表面３および内表面
２を、外表面３および内表面を固定する中間固定部材を用いて互いに直接的または間接的
に接合してもよい。内表面２および外表面３は、例えば、感圧接着剤、ホットメルト接着
剤またはその他接着剤、超音波接合および／または熱／圧力を含む様々な手段により結合
させてもよい。
【００１８】
おむつ１についての上記の記載は、説明のためだけであって限定することを意味するもの
ではない。おむつおよびその構造についてのこれ以外の詳細については、文献に記載され
ており、例えば、ＥＰ第０，５２９，６８１号、米国特許第４，０３６，２３３号、ＥＰ
第０，４８７，７５８号、ＷＯ第９６／１０，３８２号、米国特許第３，８００，７９６
号、ＥＰ第０，２４７，８５５号または米国特許第４，８５７，０６７号が例として挙げ
られる。
【００１９】
封止テープ１０は、おむつ１の端部６に固定される。封止テープ１０は、図５に示すよう
におむつの外表面３にのみ取り付けたり、封止テープ１０をおむつ１に固定するために図
６から分かるようにおむつの外表面３と内表面２の両方に取り付けることができる。図５
に示した固定形式は、比較的接合力の弱い剥離モード形式の取付けである。剥離モード形
式の固定された封止テープ１０は、おむつを着用者の体へ付けると、使用中に緩む恐れが
あるため、このタイプの取付けは通常あまり好ましくない。図６に示した封止テープ１０
はさらに、接着剤層１８を含む剥離シート１９によりおむつの内表面２に取り付け可能と
し、剪断形式またはＹモード形式の取付けにすることができる。このタイプの固定方法だ
と、封止テープ１０がおむつに信頼性よく固定され、好ましい。
【００２０】
この代わりに、製造業者端をおむつの外表面３と内表面２の間に接合することができる。
【００２１】
おむつ１を閉じた状態では、封止テープ１０の固定手段１５が目標領域５に取り付けられ
る。おむつまたは衣類のサイズを使用者のサイズに合わせて調整できるよう、目標領域５
はおむつ１の外表面３に取り付けられた追加のストリップから形成されていてもよい。目
標領域は、１個以上のかかるストリップを備えていて、おむつの全外表面３を形成するこ
ともできる。目標領域５の外表面は、確実な側部封止を与える重なる状態で封止テープ１
０の固定手段１５と嵌合するように選択する。例えば、固定手段１５が機械的な封止手段
で、フック材料を備えている場合には、目標領域の外表面は、例えば、織布または不織布
のようなフック材料と噛み合う何らかの好適な材料を備えている。
【００２２】
吸収体物品、特に本発明の使い捨ておむつ１は、新規な封止テープ１０を有するという点
で、従来技術の外形を有する吸収体物品とは異なる。図2に、封止テープの好ましい実施
形態の断面図を示してある。
【００２３】
図２の封止テープは、本質的に非弾性で、封止テープ１０に望ましい剛性を与える材料の
群から好ましくは選択される支持体１１を有している。
【００２４】
本発明において、材料の試料（寸法２５ｍｍ×１８ｍｍ×０．１ｍｍ）が、第1の通常の
弛緩状態（外部から張力がかかっていない）の長さ方向から、弛緩状態では第1の長さの
少なくとも２倍で、第1の長さの１．１倍以下の第3の長さへと収縮する第2または膨張し
た長さ方向に伸張可能な場合、材料は与えられた方向に弾性を有するものと考えられる。
図面では第2の引っ張り－弛緩サイクルを示してある。材料の試料（寸法２５ｍｍ×１８
ｍｍ×０．１ｍｍ）が、第1の通常の弛緩された未使用状態（外部から張力がかかってお
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らず、張力と張力緩和のサイクルをまだ行っていない）から、第1の長さの１．５倍の長
さの第2または膨張状態へと与えられた方向に伸びて、張力緩和に際して、この材料は膨
張したままの状態か、または第1の長さの少なくとも１．２５の第3の状態へ伸張するか、
あるいは元の長さの１．５倍の長さまで伸張される前に破断するときに、不可逆的に変形
する材料は、与えられた方向に関して非弾性であるとされる。
【００２５】
同様に、本発明においては、上記の定義を満たす材料を備えた弾性シート１３を有する封
止テープ１０は、弾性がある、または弾性的に伸張可能であると考えられる。
【００２６】
本発明において、少なくとも６０Nの力を、第1の通常の弛緩された未使用状態（外部から
張力がかかっておらず、張力と張力緩和のサイクルをまだ行っていない）から、第1の長
さの１．１倍の長さの第2または膨張状態の方向へ不可逆的または可逆的に与えて、材料
の試料（長さ１００ｍｍ、幅２５ｍｍ、厚さ０．１ｍｍ）を伸張させなければならない場
合には、材料は与えられた方向に伸張不能と考えられる。
【００２７】
支持体１１は、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレン、ポリオレフィンコポリマーまたは例えば、ポリプロピレンとＬＰＤＥ（低密度ポ
リエチレン）のブレンドのようなポリオレフィンのブレンド、不織布および発泡材料を含
む材料の群から選択するのが好ましい。支持体の厚さは好ましくは５０μｍ～５００μｍ
、より好ましくは１００μｍ～４００μｍである。
【００２８】
支持体１１は、例えば、図２に示した封止テープの全長にわたって延びる、あるいは、例
えば、図８に示した支持体の一部だけをカバーする接着剤層１２を含んでいる。この接着
剤層１２は、異なる領域１２ａ～１２ｅに概念的には分割することができ、領域１２ａに
は、封止テープ１０の端部１７と端部１７とそれに最も近い切り込み１４の間の距離２２
が含まれる。領域１２ｂは、弾性シート１３の領域における接着剤層１２の一部であり、
領域１２ｃは、弾性シート１３と固定手段１５の間の領域に対応するものであり、１２ｄ
は固定手段１５の領域における接着剤層１２の一部であり、領域１２ｅは指リフト１６を
有する封止テープの端部にある接着剤層の一部である。
【００２９】
接着剤層の領域１２ａの一部を用いて、例えば、図６に示すように、封止テープ１０の端
部１７を使い捨ておむつの外表面３に固定する。この端部１７はまた、製造中に封止テー
プをおむつ１に取り付けるのに用いるため、製造業者端とも呼ばれる。固定手段１５、接
着領域１２ｅおよび指リフト１６を有する封止テープ１０の反対側の端部２１はまた、お
むつを着用者に固定する際に使用者による接合箇所となるため、使用者端とも呼ばれる。
領域１２ａの残りの部分は、製造者端１７とそれに最も近い切り込み１４の間の距離２２
に広がっている。剥離シート１９に取り付けられた接着剤層１８を、図６に示すように接
着剤層１２ａのこの部分に適用することができる。製造者端１７をおむつ１の外表面３に
取り付けて、図７に示すように、封止テープ１０の残りの部分をおむつ１の内表面２と接
触させるように曲げるとき、切り込み１４が本質的に開くのを防ぐ長さとなるように距離
２２を選ぶ。この距離２２により、使用前、図７の状態でおむつを貯蔵するときに切り込
みが本質的に閉じたままとなり、切り込みを汚染から防ぐ。さらに、支持体の表面は、見
た目もよく、柔らかい感じである。
【００３０】
距離２２の広がりは、おむつ１と封止テープの具体的な構造により異なり、好ましくは少
なくとも２ｍｍ、より好ましくは少なくとも３ｍｍ、特に好ましくは少なくとも４ｍｍで
ある。
【００３１】
接着剤層の領域１２ａに用いる接着剤は、おむつ１を使用して数回開閉したときにおむつ
の外表面３から封止テープが取れないよう、製造中に製造者端１７をおむつ１の外表面３
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に永続的に取り付けるようなものを選ぶ。領域１２ａに有用な接着剤は、感圧ホットメル
ト接着剤のような感圧接着剤および非感圧接着剤が挙げられる。好ましい感圧接着剤は、
微修正した試験方法FTM2、FINAT試験方法２番、FINAT Technisches Handbuch、４.Auflag
e（１９９５年）６～７頁に従って測定したポリエチレン表面からの９０°剥離接着力が
少なくとも３．５Ｎ／ｃｍ、より好ましくは少なくとも５Ｎ／ｃｍ、特に好ましくは少な
くとも６Ｎ／ｃｍとなるようなものを選択するのが好ましい。用いた試験方法は、１５０
μｍのポリエチレンフィルムSTA-211（厚さ１５０μｍ、両面接着フィルムによりステン
レス鋼基材に接着してある）を試験基材として用い、剥離接着力の測定を接着剤片を基材
へ付けてから２分後に行うという点がFTM2とは異なる。感圧接着剤はさらに、微修正した
試験方法FTM8、FINAT試験方法８番、FINAT Technisches Handbuch、4. Auflage（１９９
５年）１５～１６頁に従って測定した静的剪断力が、おむつが着用者の体から不適切に緩
まないように、少なくとも１００分、より好ましくは少なくとも３００分、特に好ましく
は少なくとも５００分と高い値を示すのが好ましい。用いた試験方法は、１０００ｇの代
わりに５００ｇの重りを用い、試験片が、試験基材として実施例１に記載した合成ゴムフ
ィルムと、重りをつけた接着片としてそれに取り付けられて試験された接着剤付きの１０
μｍの厚さのプロピレン支持体を備えているという点がFTM8とは異なる。
【００３２】
好適な感圧接着剤は、天然または合成ゴム材料と、ゴム材料を粘着性にさせるための粘着
性付与樹脂を通常含むゴムベースの接着剤（ゴム樹脂接着剤とも呼ばれる）を含有してい
る。ゴムベースの感圧接着剤の好ましい例としては、合成ポリテルペン樹脂により粘着性
となったポリスチレンポリイソプレンブロックコポリマーが挙げられる。好適な感圧接着
剤はさらに、例えば、米国再発行特許第２４，９０６号または米国特許第４，７１０，５
３６号に開示されているようなアクリレートベースの感圧接着剤が挙げられる。上述した
接着剤は例示のためだけであり、当業者であれば、最新技術において公知のその他の接着
剤を発明的な努力をすることなく選択することができる。接着領域１２ａにおける接着剤
層の厚さは、好ましくは１０～２００μｍ、より好ましくは２０～１００μｍである。
【００３３】
弾性シート１３の領域に対応する領域１２ｂは、例えば、図２に示したような接着剤層を
有していても、あるいは例えば、図８に示すように本質的に接着剤を含んでいなくてもよ
い。
【００３４】
図２の実施形態において、領域１２ｂに用いる接着剤は、弾性シート１３を支持体１１に
信頼性よく永続的に固定するものを選ぶのが好ましい。領域１２ｂの接着剤は、感圧また
は非感圧とすることができる。感圧接着剤が好ましく、特に好ましい実施形態においては
、領域１２ｂの接着剤は、領域１２ａに用いる接着剤と同じである。領域１２ｂにおける
接着剤層の厚さは、好ましくは１００μｍ～２００μｍ、より好ましくは２０～１００μ
ｍである。領域１２ｂにおける接着剤層は、領域１２ａにおける接着剤層と同じ厚さであ
るのが特に好ましい。
【００３５】
領域１２ｂが接着剤を本質的に含まない場合には、図８に概略を示したように、領域１２
ａおよび１２ｃの接着剤層をそれぞれ、領域１２ｂの方へやや伸張させて、伸張した接着
部分で弾性シート１３を支えて、支持体１１へ接合してもよい。この代わりに、またはこ
れに加えて、弾性シート１３は、熱溶接または超音波溶接のような種々の溶接方法により
支持体１１に取り付けてもよい。回転超音波溶接が特に好ましい。回転超音波溶接装置は
、例えば、Cera（フランス、Villars）より市販されており、未接触超音波溶接システム
は、Hermann（ドイツ、Karlsbad）より市販されている。超音波溶接システムはまた、Bra
nson社（米国）からも市販されている。特に好ましい実施形態において、弾性シート１３
は、熱溶接または超音波溶接、特に、超音波溶接により弾性シート端をさらに固定するた
めに領域１２ｂに完全に、または部分的に延びた接着剤層を用いて支持体に取り付けられ
ている。
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【００３６】
弾性シート１３と固定手段１５の間の領域１２ｃは、例えば、図２に示すような接着剤層
を有している、あるいは本質的に接着剤を含有していなくてもよい。領域１２ｃに接着剤
を用いると、固定手段１５が例えば、男性用固定手段とも呼ばれるフック固定手段のよう
なメカニカル固定手段を有する場合には特に有利である。かかるフック固定手段は、例え
ば、着用者におむつを信頼性よく固定するために嵌合させる目標領域５のループ固定手段
の繊維状要素のような女性用固定手段に対応する必要がある。女性用固定手段は、本質的
に目標領域５に制限されていることが多いため、廃棄のためにおむつを折り畳んで丸める
ために、おむつのその他の部分の下に通常タックをとってある。領域１２ｃにおける露出
した接着剤層は、この問題を解決するものであり、おむつを簡便に廃棄できる追加の取付
け手段を与えることができる。
【００３７】
領域１２ｃおよび／または領域１２ｅにおける露出または部分的に露出した接着剤層は、
使用前のおむつの貯蔵時（図７を参照）におむつの内表面２を剥離シート１９に取り付け
るために曲げると、封止テープ１０に剥離可能に接着する。これにより、曲げた状態の封
止テープの「ポップオープン」を防ぐ。これは望ましいものである。ポップオープンは、
例えば、封止テープ１０をおむつの内表面２または剥離シート１９に超音波スポット溶接
またはスポットヒートボンディングにより、剥離可能に接着することによっても防ぐこと
ができる。
【００３８】
領域１２ｃに任意で用いられる接着剤は、感圧性接着剤であっても非感圧性接着剤であっ
てもよい。好ましくは、感圧接着剤であって、領域１２ａに用いるのと同じ接着剤を用い
るのが好ましい。任意で、領域１２ｃに領域１２ａの接着剤を用いるときは、この接着剤
は、領域１２ｃの接着剤層の攻撃性を少なくして除去可能とするために、例えば、コロナ
処理によって部分的に不活性化させてもよい。この代わりに、用いる前に剥離ライナーで
領域１２ｃをカバーすることができる。このライナーは、廃棄のために丸めたおむつ１を
固定する前に除去される。さらに、領域１２ｃに、領域１２ａの接着剤より攻撃性が少な
く、封止テープ１０を、おむつの外表面３に除去可能に取り付けることのできる種々の感
圧接着剤を用いることができる。好適な非永続的アクリレートベースの感圧接着剤は、例
えば、ＥＰ第０，７３６，５８５号、ＷＯ第９３／１３，１４８号または米国特許第４，
５９９，２６５号に記載されている。領域１２ｃの接着剤層の厚さは、好ましくは１０μ
ｍ～２００μｍ、より好ましくは２０μｍ～１００μｍである。領域１２ｃの接着剤層（
もしある場合には）の厚さは、領域１２ａと１２ｂ（もしある場合には）の接着剤層の厚
さと同じになるように選ぶのが特に好ましい。
【００３９】
固定手段１５の領域に対応する領域１２ｄは、感圧または非感圧の接着剤層を有している
。固定手段１５は、例えば、フック材料のようなメカニカル固定手段や、キャリアシート
に取り付けられた、または領域１２ｄの接着剤層に直接積層されたその他の接着剤層とす
ることができる。領域１２ｄの接着剤層には追加の固定手段１５を取り付けず、領域１２
ｄの接着剤層を固定手段１５として用いることも可能である。
【００４０】
追加の固定手段１５を用いる場合には（これは好ましい）、領域１２ｄに用いる接着剤は
、固定手段１５を支持体１１に信頼性よく固定するために攻撃的な感圧接着剤材料である
のが好ましい。感圧接着剤は、領域１２ａに用いる上述の接着剤の群から選択してよく、
領域１２ａと１２ｄに同じ接着剤を用いるのが好ましい。追加の固定手段１５を省く場合
には、領域１２ｄに用いる接着剤は、使用時におむつが着用者の体に信頼性よく固定でき
、使用後は容易に取り外せることができるようなものを選択する。目標領域５について領
域１２ｄに用いる接着剤の接着挙動は、接着剤の性質とその目標領域５の表面特性の両方
に左右される。領域１２ｄの接着剤層を用いておむつを着用者の体に固定する場合には、
目標領域５は、例えば、３Ｍ社（米国、セントポール）よりフロンタルテープKR-0827と
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して市販されているBOPPフィルム、または３Ｍ社（米国、セントポール）より鋳造PPフロ
ンタルテープKR-0822として市販されている鋳造ポリプロピレンフィルムのような剥離コ
ーティングを有するフィルムを通常備えている。目標領域５に適切な剥離表面を用いると
きは、追加の固定要素１５がない場合には、領域１２ａに用いる上述したような攻撃的な
感圧接着剤、同様に領域１２ｄの接着剤層を用いることができることが多い。この代わり
に、領域１２ｄの感圧接着剤を部分的に粘着性を消失させて、攻撃性を低くして、目標領
域５から除去可能としてもよい。
【００４１】
固定手段１５と、指リフト１６を備えた封止テープ１０の端部の間の領域に対応する領域
１２ｅは、指リフト１６を支持体１１に信頼性よく固定するために、通常、少なくとも部
分的に接着剤で覆われている。図２の実施形態において、領域１２ｅは、接着剤で完全に
カバーされている。領域１２ｅの接着剤は感圧接着剤または感圧接着剤をつけた非感圧接
着剤であるのが好ましい。特に好ましいのは、領域１２ａに用いた上述の感圧接着剤であ
る。この代わりに、領域１２ｅの接着剤を省く場合には、領域１２ｅの支持体１１が、指
リフト機能となるので、この場合には指リフトをさらに追加する必要はない。
【００４２】
封止テープ１０の幅または横方向の広がりは、好ましくは４０～１００ｍｍ、より好まし
くは５０～８０ｍｍ、そして縦方向の広がりは１５～５０、より好ましくは１５～３０ｍ
ｍである。これらの寸法は例えに過ぎず、これ以外の寸法も用いることができる。横方向
の広がりに対する縦方向の広がりの比率は、好ましくは０．１５～０．５０、より好まし
くは０．２５～０．４０である。
【００４３】
領域１２ａ～１２ｅの広がりは大きく変えることができ、本発明による封止テープ１０の
特定のデザインを鑑みて最適化してよい。製造者端１７に対応する領域１２ａの横方向の
広がりは通常１０～３０ｍｍ、より好ましくは１２～２５ｍｍである。領域１２ｂおよび
１２ｄの寸法は、それぞれ、以下に示す弾性シート１３と固定手段１５の寸法に本質的に
対応しているのが好ましい。固定手段１５を弾性シート１３のすぐ隣りに配置させること
により、領域１２ｃを省くことができる。領域１２ｃの横方向の広がりは好ましくは０～
２０ｍｍ、より好ましくは０～１５ｍｍである。領域１２ｅの横方向の広がりは好ましく
は０～１０ｍｍ、より好ましくは０～８ｍｍである。指リフト１６を用いない場合、また
は同時に指リフト機能ともなるメカニカル固定手段１５を用いる場合には、領域１２ｅは
省くことができる。
【００４４】
接着剤層１２は、領域１２ａ～１２ｅのどれか、またはすべてに存在させる、かつ／また
は、例えば、領域１２ｃの接着剤層をカバーする剥離ライナーのような封止テープという
さらなる任意の機能に対応する追加の領域に存在させてもよい。
【００４５】
接着剤層１２は、例えば、溶剤コーティング、ホットメルトコーティング、スプレーコー
ティング、スロットコーティング、スワールコーティングおよび積層のような種々の技術
を用いて支持体１１に適用することができる。例えば、ストリップコーティング、積層ま
たはスクリーンプリンティングのような種々の技術を用いて不連続の接着剤層を得ること
ができる。
【００４６】
封止テープ１０は弾性シートを備えており、これは、支持体１１の表面から領域１２ｂを
通ってこの弾性シート１３の上部表面へ垂直に広がる１つ以上の切り込み（スリットとも
いう）と組み合わせて、封止テープに横方向（ＣＤ）の弾性的な伸張性を与えて、吸収体
物品の適合感および快適性を増大させるものである。メカニカル封止手段１５の場合には
、弾性シート１３は、封止手段１５と目標領域５の間に形成された接合箇所に復元力を与
える。これは、例えば、おむつ１を着用者の腰に信頼性よく固定するのに有利である。図
３に示した横方向は、封止テープ１０の縦方向の対称軸に対応し、縦方向（ＭＤ、これも
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図３に示してある）または側部対称軸に垂直である。
【００４７】
弾性シート１３は、図３に示すように、封止テープの全幅にわたって縦方向に広がってい
るのが好ましい。しかしながら、弾性シート１３は、縦方向において、封止テープの全幅
の一部にのみ広がって、例えば、三角形とすることもできる。さらに、あまり好ましくは
ないが、縦方向における弾性シート１３の広がりを、横方向における弾性シートの全長に
わたって封止テープの全幅より少なくすることもできる。横方向における広がりは、弾性
シート１３の材料の弾性およびスリット１４の数および側部の広がり（縦方向における）
により異なることがある。与えられた弾性材料について、横方向における弾性シート１３
の広がりとスリットの数は、おむつに固定する前の横方向における封止テープ１０に、例
えば、図２に示した状態では、最初伸ばしたときに横方向に１５Ｎの力を加えると、少な
くとも５％、より好ましくは少なくとも７％特に好ましくは少なくとも１０％の伸びを与
えるように選ぶのが好ましい。おむつに固定する前の封止テープ１０の長さに対する、横
方向における弾性シート１３の伸びの比率は、好ましくは０．１～０．９、より好ましく
は０．２～０．８、特に好ましくは０．３～０．７である。横方向における弾性シート１
３の広がりは、好ましくは１０～４０ｍｍ、より好ましくは１０～２５ｍｍである。
【００４８】
弾性シート１３は、本質的に等方性または本質的に異方性の材料を含む材料の群から選択
することができる。有用な弾性材料は、伸張可能な好ましい方向におけるASTM D 882によ
り測定した破断時伸びが、少なくとも７００％、より好ましくは８５０％を超える。
【００４９】
本質的に等方性の好ましい弾性材料としては、B.F. Goodrich & Co.,よりESTANEという商
標で入手可能なポリウレタンエラストマー材料、シェルケミカル社よりKRATON Gのような
、例えば、KRATON G-1657という商標で入手可能な、例えば、エチレン－プロピレン－ジ
エンコポリマー（ＥＰＤＭ）、スチレン－ブタジエン－スチレンブロックコポリマー（Ｓ
ＢＳ）、スチレン－（エチレン－ブチレン）－スチレンブロックコポリマー（ＳＥＢＳ）
といった天然または合成ゴム材料が挙げられる。弾性シート１３を形成するのに用いるこ
とのできるその他の弾性材料としては、例えば、Rilsan CompanyよりPEBAXという商標で
入手可能なポリアミドエラストマー材料および、例えば、E.I. DuPont De Nemours & Com
panyよりHytrelという商品名で入手可能なポリエステルエラストマー材料が挙げられる。
【００５０】
本質的に等方性の弾性材料を支持体１１に取り付けるときは、縦方向の積層体の弾性は、
それぞれ、非弾性および／または非伸張性の支持体１１によりほぼ決まる。従って、本質
的に等方性の弾性材料を、縦方向に不安定とさせることなく、本発明の封止テープ１０の
作成に用いることができる。
【００５１】
　本質的に等方性の好ましい弾性材料としては、それぞれ１０：１～０．４：１の比率で
ブレンドされたブロックコポリマーエラストマー部分とポリオレフィンポリマー部分の押
し出されたブレンドが挙げられ、このブロックコポリマーエラストマー部分は、モノアル
ケニルアレーンから主に形成されたＡブロックと、主に共役ジエンのＢブロックから形成
されており、ポリオレフィンポリマー部分は、ポリオレフィンポリマー、コポリマーまた
はブレンドを形成する非弾性の繊維を主に含んでいる。かかる材料は、本出願人により１
９９６年１０月４日に出願された米国特許同時係属出願第０８／７２０，７９４号に記載
されている。特開平５－１８６６１１号公報は、ポリマーが、５０～９９パーセントのブ
ロックコポリマー対１～５０パーセントのポリスチレンの比率でブレンドされていること
が実証されているポリスチレンとのＡＢＡブロックコポリマーのブレンドの押出し物を開
示している。得られた材料は、異方性挙動を示す。本発明に有用なその他の本質的に異方
性の弾性材料は、例えば、米国特許第５，３４４，６９１号、米国特許第５，５０１，６
７９号および米国特許第５，３５４，５９７号に記載されている。
【００５２】
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本発明に有用な異方性弾性材料において、弾性材料のシート（寸法２０×２５ｍｍ）を縦
方向に１０％伸張するのに必要なＦ１０力の、横方向に必要とされるＦ１０力に対する比
率は、好ましくは少なくとも１．５、より好ましくは少なくとも２．０、特に好ましくは
少なくとも２．５である。
【００５３】
弾性シート１３は、領域１２ｂの接着剤層により支持体１１へ取り付けることができ、１
つ以上のスリットまたは切り込み１４は、支持体１１の外表面から領域１２ｂの接着剤層
を通してその接着剤層と接触している弾性シート１３の上部表面まで延びた領域１２ｂに
付けられる。
【００５４】
横方向の切り込みの広がりは、１０μｍ未満、より好ましくは５０μｍ未満、特に好まし
くは１０～３０μｍである。このスリットの広がりが、約２５μｍ未満の場合には、支持
体１１の外表面が本質的に清浄で、使用中に接着剤により汚染されないよう、封止テープ
１０を数回、例えば、３～５回伸張および弛緩させる際、スリット１４を介して接着剤が
本質的に絞られることはないということが分かった。このスリットは、図１０に示すよう
に切断ホイール５２を用いることにより得られる。回転切断ホイール５２は、互いに通常
１．５～４ｍｍ離れた１～８個の円状ナイフを備えており、大よその幅が１００μｍ未満
、好ましくは５０μｍ以下のスリットとなる。回転切断ホイールは、Dienes Werke（ドイ
ツ、Overrath-Vilkerath）より市販されている。有用な装置の例については実施例１に記
載してある。例えば、ＣＯ2レーザーのようなほぼ集束されたレーザービームを用いてス
リットをつくることもできる。
【００５５】
縦方向において、スリット１４は、例えば、図３に示すようにテープの全幅にわたって広
げてもよいし、例えば、図１０に示すように幅の一部のみに広げてもよい。
【００５６】
スリットを封止テープ１０の全幅にわたって広げると、伸張に際して（封止テープの構造
によるが）支持体１１を変形したり壊すことなく開いて、図３ａに示すように、それぞれ
領域１２ｂの接着剤層または弾性シート１３と同じ幅の本質的に矩形ストリップとなる。
伸張の際の封止テープ１０の弾性応答は、本質的に弾性シートの特性により決まり、所望
の伸びを得るために必要とされる力は、弾性材料の特性、縦方向における封止テープ１０
の全幅にわたって広がるスリットの数（完全スリットまたは切り込みともいう）および長
さ単位当たりのスリットの密度によって本質的に異なる。
【００５７】
例えば、図９の構成に示すように、スリットが縦方向において封止テープ１０の幅の一部
に広がっている場合（部分スリットまたは切り込みともいう）には、伸張に際して開き、
弾性シート１３または領域１２ｂの接着剤層をそれぞれ、図９ａに示すように、本質的に
六角形の開口部に露出させる。かかる部分スリットの場合には、横方向の異なる位置に配
置されたスリットから伸張の際に形成された横方向の開口部の広がりは、完全スリットの
場合に比べてあまり規則的ではない。中央ラインのスリットが一番伸張されるのに対して
、スリットの外側ラインに位置するスリットは変形していて広がりが小さい。伸張に際し
た図９の封止テープの応答は、非弾性および／または非伸張性の支持体１１の特性にそれ
ぞれ大きく依存しており、従って、本質的に非弾性である。近接する開口部間の支持体１
１の橋架けは、封止テープの低い伸びについては、例えば、約５％以下に不可逆的に変形
し、封止テープ１０の領域１２ｂの支持体の表面は、弛緩しても粗く、不均一なままであ
る。支持体１１の非弾性的な変形は、例えば、約５％未満の封止テープ１０の非常に低い
伸びで既に始まっているため、封止テープ１０の初期の伸張に必要とされる力は、本質的
に、支持体１１の剛性または靱性により決まり、通常、同じ伸びの少なくとも一つの完全
なスリットを有する封止テープを伸張するのに必要とされる力より明らかに強い。
【００５８】
従って、本発明の封止テープ１０は、１つ以上の切り込み１４を備えており、その切り込
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みのうち少なくとも１つが縦方向の支持体の全幅を越えて縦方向に広がっている。その他
のスリットは、完全または部分スリットとすることができる。縦方向の封止テープ１０の
全幅の少なくとも０．６、特に少なくとも０．７５にわたって広がる部分スリットが好ま
しい。本発明の封止テープ１０の好ましい実施形態において、スリットの総数は少なくと
も０．５、より好ましくは少なくとも０．７が完全スリットである。本発明の封止テープ
１０の特に好ましい実施形態において、全スリットが完全スリットである。
【００５９】
弾性シート１３の弾性特性と、横方向における弾性シート１３の広がりと、横方向におけ
る封止テープ１０の広がりと組み合わせて、封止テープを１５Ｎの力で横方向に伸ばした
とき、本発明の封止テープ１０の弾性伸びに、少なくとも１．１５、より好ましくは少な
くとも１．２０、特に好ましくは少なくとも１．５０の長さを与えるようにスリットの数
を選ぶのが好ましい。
【００６０】
完全なスリットの場合には、スリットの数は少なくとも２、より好ましくは少なくとも３
、特に好ましくは少なくとも５である。スリットの密度は、好ましくは１～１０個／ｃｍ
、より好ましくは２～７個／ｃｍである。
【００６１】
図１０に示すような形状に構成された部分スリットの場合には、スリットの数は、大きく
異なり、部分スリットの密度が１～５０個／ｃｍ、より好ましくは１～３０個／ｃｍで、
好ましくは少なくとも５個、より好ましくは少なくとも１０個である。
【００６２】
　スリットは、領域１２ｂに接着剤層を用いて弾性シート１３を支持体１１に積層した後
に得られるものであるが、封止テープの物理的な完全性を保つために適正な測定がなされ
る場合には、弾性シート１３を支持体１１に積層する前に設けることもできる。図１１は
、本発明の封止テープ１０を作成するのに有用な積層体を作成するためのラミネータの概
略図である。弾性シート１３を固定するための（例えば、図２および８を参照のこと）領
域１２ｂの少なくとも一部に接着剤層を有する接着剤層１２で連続的または不連続的にカ
バーされている支持体１１が、供給ロール５０から巻き戻されて、回転切断ホイール５２
により連続的にスリットを入れられている。弾性シート材料は、供給ロール５３から巻き
戻されて、領域１２ｂの接着剤層を用いて接合ロール５４によりスリットの入った支持体
１１に積層される。支持体１１が、ローラー５１を介して回転切断ホイール５２に供給さ
れ、接合ロール５４およびローラー５５により張力を加えられたままに保たれる。これは
、回転切断ホイール５２で得られたスリットを定位置に保持するのに必要とされる。得ら
れた積層体は、貯蔵ロール５９に巻き付けることができる。
【００６３】
支持体１１と、少なくとも領域１２ｂに接着剤層と、領域１２ｂに弾性層１３とスリット
１４を有する図１１のプロセスにより作成された積層体をさらに処理して、固定手段１５
と、任意でさらに例えば、指リフト１６のような特徴を加え、安定ロールの予積層封止テ
ープとして貯蔵ロールに巻き付けることができる。この貯蔵ロールを横方向に切断するこ
とにより、封止テープが得られる。
【００６４】
固定手段１５は、目標領域５において意図される相手方と係合する係合要素を有するメカ
ニカル固定手段を備えていてもよい。好適な封止システムは、２個の噛み合い手段を備え
ていて、一方がフック（雄）ファスナー手段で、他方がループ（雌）ファスナー手段であ
る。固定手段１５は、それぞれフックファスナーまたはループファスナー手段を備えてい
てもよいが、フックファスナー手段を備えているのが好ましい。フックファスナー手段は
、フックのようないずれの形状でもよく、「Ｔ型」またはその他の形状については、業界
に周知である。フックファスナー材料は、ナイロン、ポリエステル、ポリオレフィンまた
はこれらの組み合わせをはじめとする様々な材料から製造することができる。好ましいフ
ック材料は、ベースと、ベースに支持されたステムと、ベースの逆のステムの端部に配置
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された拡大ヘッドを有する複数の係合要素とを備えている。かかる材料は、３Ｍ社（米国
、セントポール）から商品名KN-2396で、メカニカルフックおよびループシステムのマイ
クロレプリカフック材料として市販されている。
【００６５】
ループ材料は、織布または不織布布地、あるいは意図されるフックファスナー材料と噛み
合うその他の好適な材料を備えていてもよい。好適なループ固定材料は、３Ｍ社（米国、
セントポール）より市販されているニットループテープEKLT-1112のような織布支持体か
ら突出した多数の繊維ループを含んでいる。
【００６６】
この代わりに、上述したように、領域１２ｄの接着剤層を固定手段１５として用いてもよ
い。
【００６７】
さらに別の実施形態において、キャリアシートに任意で適用してもよく、領域１２ｄの接
着剤層により支持体１１に取り付けられる別の露出した接着剤層を固定手段１５として用
いることができる。露出した接着剤層は、目標領域５と組み合わせて、所望の接着および
除去可能特性を与えるようなものを選ぶ。キャリアシートがある場合には、露出した接着
剤層を領域１２ｄの接着剤層に永続的に接合するようなものを選び、例えば、ポリエステ
ル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリコート紙、ポリカーボネートま
たはポリメチルメタクリレートを含む材料の群より選択することができる。キャリアの厚
さは２０～２００μｍであるのが好ましい。
【００６８】
固定手段１５の横方向の広がりは、好ましくは１０～４０ｍｍ、より好ましくは１５～３
０ｍｍである。固定手段は、縦方向には封止テープの全幅にわたって広げ、横方向にはそ
の広げた全長とすることができるが、他の構成も可能である。
【００６９】
指リフト１６を任意で使用者端に取り付けて、封止テープ１０の取り扱いを容易にさせる
ことができる。指リフトは領域１２ｅにある接着剤層（存在する場合には）を部分的にカ
バーし、横方向に通常３～１０の広がりを有している。この代わりに、指リフト１６を例
えば、超音波溶接のような種々の溶接技術によって支持体１１に取り付けてもよい。指リ
フトは、通常２５～２００μｍの厚さを有しており、好ましくはポリプロピレンとポリエ
ステルを含む材料の群から作成される。
【００７０】
図面の詳細な説明
図１は、上述の閉じた形状の使い捨ておむつの部分切り欠き透視図である。
【００７１】
本発明による封止テープ１０の詳細は、図２～１０に最もよく示されている。
【００７２】
図２は、支持体１１に取り付けられた領域１２ａ～１２ｅに連続接着剤層１２を有する本
発明による封止テープ１０の好ましい実施形態である。同じ接着剤層を領域１２ａ～１２
ｅに用いるのが好ましい。固定手段１５は、メカニカル固定手段と、特に、メカニカル封
止システムのフック（雄）部分を備えているのが好ましい。領域１２ｃの接着剤層はさら
に使い捨てという特徴を与えるものであり、これによって、使用後、滲出物で満たされた
おむつを折り畳んで丸め、確実に廃棄することができる。領域１２ｃの接着剤層は、使用
前に除去される剥離ライナーでカバーされていてもよいが、領域１２ｃの接着剤層を使用
中に露出させることもできる。指リフト１６は、固定手段１５に隣接する領域１２ｅ全体
にわたって広がっていてもよいが、領域１２ｅの接着剤層の一部は、露出させて、任意で
剥離ライナーでカバーしてもよい。
【００７３】
信頼性よく、ただし除去可能に目標領域５に接着された図２の封止テープ１０の固定表面
を、図４の底面図に示す。一方、図３の平面図は、弛緩状態（張力を加えていない）にお
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ける図２の封止テープの非接合の上側を示す。図２の封止テープを横方向に伸ばすと、ス
リットが裂けて、図３ａの平面図に示すように本質的に矩形の開口部を形成する。この開
口部は、横方向に本質的に等しく広がっており、互いに本質的に等間隔である。
【００７４】
図５は、おむつ１の外表面３に取り付けられた図２の封止テープ（剥離モード形式の取付
け）を示す。封止テープは、さらに、図６に示すように、接着剤層１８を設けた剥離シー
ト１９をおむつの内表面２に配置することによってさらに固定されるのが好ましい（剪断
モード形式の取付け）。接着剤層１８の接着剤は、おむつ１の内表面２に永続的に接合す
るものを選ぶのが好ましい。剥離シート１９は、領域１２ｃの接着剤層および／または固
定手段１５の接着剤層をそれぞれ除去可能に接着できるものを選ぶのが好ましい。使用前
、封止テープ１０をおむつの内表面２に折り畳んで、封止テープが「ポップオープン」す
るのを防ぐために、封止テープ１０をおむつの内表面２に接着させるのが好ましい。
【００７５】
図７は、おむつ１の内表面２に接触させるために、おむつ１の端部６周辺で曲げた図２の
封止テープの断面図である。おむつは、通常、使用前および図７の構成で販売される前は
貯蔵されている。
【００７６】
本発明の封止テープ１０の特に好ましい実施形態の断面図を図８に示す。弾性シート１３
を、領域１２ａと１２ｃそれぞれ領域１２ｂに延びた接着剤の小領域により支持体１１に
接着する。領域１２ｂは接着剤を本質的に含んでいない。弾性シート１３は、超音波溶接
またはその他の溶接技術により支持体にさらに固定することができる。図８の実施形態に
おいて、領域１２ｂには接着剤層がないため完全スリットを一つだけ用いており、完全な
スリット間の支持体の一部は断絶されている。この代わりに、完全なスリットを一つと、
いくつかの部分スリットを用いることもできる。図８の封止テープ１０の領域１２ｂには
接着剤を用いないため、スリットを通じて支持体１１の露出面に接着剤が漏れ出すのを防
ぐのには有利である。
【００７７】
図９は、弛緩状態（張力を加えていない）の弾性シート１３の領域に部分スリットを備え
たラインを有する封止テープの平面図である。一つのラインに、複数の部分スリットとそ
のスリット間の橋架けが交互にあり、一つのラインのスリットが、近接するラインの橋架
けと対向している。図９の封止テープは、少なくとも１つの完全なスリットは有しておら
ず、従って、本発明による封止テープ１０の実施形態ではない。伸張に際して、図９の封
止テープのスリットは裂けて本質的に六角形の開口部を形成する。横方向の開口部の広が
りは、外側ラインに位置するスリットについては中央ラインのスリットに比べて明らかに
小さい（図９ａを参照のこと）。
【００７８】
図１０は、１つの完全な中央スリットと、平行四辺形の構成を与えるように配列された数
多くの部分スリットとを有する本発明による別の封止テープ１０の平面図である。
【００７９】
図１１は、本発明による封止テープ１０を作成するのに有用な積層体を作成するためのラ
ミネータの概略図である。連続または不連続の接着剤層１２と領域１２ｂに少なくとも接
着剤層を担持する支持体を供給ロール５０から巻き戻し、ローラー５１を介して回転切断
ホイール５２に供給する。必要であれば、接着剤層１２を有する支持体１１を備えた供給
ロール５０は、巻き戻しを促すために、接着剤層と支持体の前の層の間に剥離ライナーを
さらに有していてもよい。かかる剥離ライナーが存在する場合には、図１０には図示して
いないが貯蔵ロールに巻き取られる。弾性シート１３は、供給ロール５３から巻き戻され
、接合ロール５４を介してスリットの入った支持体１１に続けて積層される。
【００８０】
図１２および１３は、図１０のラミネータを用いて作成された２枚の積層体について記録
されたヒステリシス損失曲線である。図１１のヒステリシス損失曲線は、図３の積層体と
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同様の形状に構成された５個の完全に平行な切り込みを有する積層体について記録された
。これは、本発明による封止テープ１０を作成するのに有用である。図１２のヒステリシ
ス損失曲線は、図９の積層体と同様の形状に構成された５個の完全に平行なスリットを有
する積層体について記録された。この積層体から得られる封止テープ１０は、本発明の実
施形態ではない。
【００８１】
本発明をさらに以下の実施例により説明する。特に断らない限り、この前後に記した広が
りの数値、幅または長さは、各材料、積層体または封止テープの弛緩状態のものを指す。
実施例を記載する前に、本発明の積層体および封止テープ１０の特徴をつかむために用い
る試験方法を記載しておく。
【００８２】
試験方法
ヒステリシス損失測定
図１０のラミネータを用いて作成し、横方向に５０ｍｍ、そして縦方向に２５ｍｍの広が
りを有する積層体を、ASTM D 882に記載された標準張力試験構成を用いて、元の状態を１
００％として横方向の広がりを１３０％の伸びで、横方向に伸ばした。その後、積層体を
弛緩し、第２の伸張／弛緩サイクルを続けて行った。引張り試験機の速度は２５４ｍｍ／
分、初期の張力は０．２Ｎであった。張力を、元の状態と第２の試験サイクル中の伸びの
関数として測定した。
【００８３】
実施例
実施例１
図１１のラミネータを用いて積層体を得た。合成ゴム弾性フィルム１３（シース／コア二
成分繊維；コア：エクソン製６０％Vector 4211、Fina製４０％プロピレン7060S；シース
：Fina製１００％プロピレン7060S、シース／コア比＝１：１２、厚さ１００μｍ、幅２
５ｍｍ）を供給ロール５３から巻き戻して、貯蔵ロール５０（ロール幅５０ｍｍ）から巻
き戻されたＳＩＳベースの感圧接着剤を有する厚さ１１０μｍのプロピレン支持体を備え
た感圧接着テープに積層した。接着テープは、３Ｍ社（米国、セントポール）よりおむつ
封止テープKE-700として市販されている。接合ロール５４に積層する前に、回転切断ホイ
ール５２において感圧接着テープにスリットを入れた。回転切断ホイールは、Dienes Wer
ke（ドイツ、Overrath-Vilkerath）により製造されたものであり、コントローラ(Control
leur)タイプ（Ｄ１＝７６，９６ｍｍ、Ｄ２＝１９ｍｍ、厚さ２ｍｍ、材料１．２０６７
）の５個の円状ナイフを備えていた。得られた積層体は、弾性シート１３の領域１２ｂに
５つの完全に平行なスリットを有していた。スリットは、横方向に約２５μｍの広がりを
有し、互いに規則的に２ｍｍの間隔があいていた。このスリットの構成は図３および３ａ
に示したものに対応している。それを貯蔵ロール５９から巻き戻し、横方向に切断するこ
とにより、横方向に５０ｍｍ、縦方向に２５ｍｍの積層体を得た。
【００８４】
この積層体に上述に定めた試験パラメータを用いて、ヒステリシス損失測定を行った。記
録されたヒステリシス損失曲線を図１２に示す。
【００８５】
比較例１
５個の等間隔のラインに構成された部分スリットを用いて、実施例１の方法により積層体
を作成した。スリットの構成は、図９および９ａに示したものに対応している。このライ
ンは、互いに規則的に２ｍｍの間隔があいていて、各ラインは、長さ約５ｍｍの２または
３個の部分スリットを有していた。横方向のスリットの広がりは、伸張する前は約２５μ
ｍであった。
【００８６】
この封止テープに上述に定めた試験パラメータを用いて、ヒステリシス損失測定を行った
。記録されたヒステリシス損失曲線を図３に示す。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　閉じた形状の使い捨ておむつ１の透視図である。おむつは、内表面２と外表面
３の間に吸収体コア４と、おむつの端部６に固定され、おむつの外表面の目標領域５に固
定された封止テープ１０を有している。
【図２】　弛緩状態（張力を加えていない）の封止テープ１０の好ましい実施形態の断面
図である。封止テープは、領域１２ａ～１２ｅに連続接着剤層１２を有する支持体１１を
備えた支持シート２０と、弾性シート１３と、固定手段１５と、指リフト（finger-lift
）１６と、弾性シート１３の領域１２ｂに切り込み１４とを有している。製造業者端１７
は、それに最も近い切り込み１４から距離２２だけ分離されていて、使用者端２１は、固
定手段１５と、接着領域１２ｅと指リフト１６とを有している。
【図３】　図３は、弛緩された状態の図２の封止テープ１０の実施形態の平面図である。
封止テープ１０の全幅にわたって縦方向に伸びる弾性シート１３の領域１２ｂに平行な切
り込み１４のある支持体１１が示されている。図３ａは、張力を加えた図２の封止テープ
１０の平面図である。切り込み１４は、本質的に矩形で、本質的に等しい間隔の開口部を
形成するため、分離された裂け目を有している。
【図４】　弛緩された状態の図２の封止テープ１０の実施形態の底面図である。領域１２
ａ、１２ｃおよび１２ｅにおける露出した連続接着剤層１２、使い捨ておむつの外表面３
に取り付けられた封止テープの端部１７、弾性シート１３、固定手段１５および指リフト
１６が示されている。
【図５】　剥離様式タイプの取付けについてのみのおむつの外表面３に取り付けられた図
２（弛緩状態）の封止テープ１０の実施形態の概略断面図である。
【図６】　おむつ１の外表面３に取り付けられ、剪断様式タイプまたはＹタイプの取付け
とするために、接着剤層１８を有する剥離シート１９によりおむつ１の内表面２にさらに
取り付け可能とした図２（弛緩状態）の封止テープ１０の実施形態の概略断面図である。
【図７】　おむつ１の内表面２に接触させるために折り畳まれた封止テープ１０を用いる
前の図２の封止テープの実施形態の概略断面図である。
【図８】　弛緩状態の封止テープ１０の他の好ましい実施形態の断面図である。封止テー
プ１０は、不連続の接着剤層を領域１２ａ、１２ｃ、１２ｄおよび１２ｅに有する支持体
１１を備えた支持シート２０と、弾性シート１３と、固定手段１５と、指リフト１６と弾
性シート１３の領域１２ｂに一つの切り込み１４とを有している。
【図９】　図９は、本発明の封止テープ１０の実施形態ではない弛緩状態の封止テープの
平面図である。封止テープは弾性シート３の領域に部分的な切り込み１４を有する支持体
１１を有しており、部分的な切り込みは、直線に配列されていて、一つのラインの部分的
な切り込みが、近接するラインの部分的な切り込みの間の橋掛けと対向している。図９ａ
は、張力を加えた図９の封止テープの平面図である。切り込みは分離されていて、本質的
に六角形の開口部を形成しており、横方向における開口部の伸張が外側ラインに位置する
開口部についてよりも小さい。
【図１０】　弾性シート１３の領域１２ｂに１つの完全な中央切り込みと、弾性シート１
３の領域１２ｂに平行四辺形の構成を与えるように配列された数多くの部分的な切り込み
とを有する本発明の封止テープ（弛緩状態）１０のその他の実施形態である。
【図１１】　本発明の封止テープ１０の前駆体として有用な積層体を作製するためのラミ
ネータの概略図である。このラミネータは、連続または不連続の接着剤層１２を有する支
持体１１を備えた支持シート２０のための供給ロール５０と、支持シートにスリットを入
れるための回転切断ホイール５２と、弾性シート１３のための供給ロールと、弾性シート
を支持シートに接合するための接合ロール５４と、ローラー５１、５５、５６、５７およ
び５８と、積層体のための貯蔵ロール５９とを備えている。
【図１２】　連続接着剤層１２を有する支持体１１と、領域１２ｂの弾性シート１３と、
領域１２ｂに５つの平行な等間隔の完全な切り込みを備えた図９に示した積層体について
記録されたヒステリシス損失曲線である。
【図１３】　連続接着剤層１２を有する支持体１１と、領域１２ｂの弾性シート１３と、
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領域１２ｂに５つの平行な等間隔の完全な切り込みを備えた図１０に示した積層体につい
て記録されたヒステリシス損失曲線である。
【符号の説明】
１…使い捨ておむつ
２…内表面
３…外表面
４…吸収体コア
５…目標領域
６…端部
１０…封止テープ
１１…支持体
１２…接着剤層
１３…弾性シート
１４…切り込み（スリットともいう）
１５…固定手段
１６…指リフト
１７…使い捨ておむつ１の外表面３に取り付けられた封止テープ端部（製造業者端）
１８…接着剤層
１９…剥離シート
２０…支持シート
２１…使用者端
２２…製造者端１７とこの製造者端１７に最も近い切り込み１４の間の距離
５０…接着剤層を担持する支持体の供給ロール
５１、５５～５８…ローラー
５２…回転切断ホイール
５３…弾性シートの供給ロール
５４…接合ロール
５９…積層体の貯蔵ロール
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